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〈新連載〉先進企業の人事トップインタビュー
第1回　日本電信電話株式会社 執行役員 総務部門長　山本恭子氏

インタビュー：これからの人事を考えるシリーズ

●名ばかり管理職と判断された社員が管理監督者と認められるためには対応をどう変えるべきか
●自転車通勤による疲労で業務に支障を来している社員に電車通勤への切り替えを指示することは可能か
●副業として、自社と同業を営む親族経営会社の取締役への就任を認めなくてもよいか
●残業中に仕事をしていなかった社員に対し、懲戒処分とは別に残業代を返還させることは可能か
●協調性のない社員にのみ在宅勤務を命じることはハラスメントに当たるか
●社員食堂を廃止する代わりに、食事費用補助としてデジタルマネーを付与する場合の留意点
●固定残業代制が違法となるのはどのようなケースか
●ピアボーナス制度を導入する場合、割増賃金の支払いや給与課税はどう取り扱うか
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